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１．欧州特許出願におけるコンピュータソフトウエア関連発明（ＣＳ関連発明）
の取り扱い

１．１　欧州特許条約（EPC）第52条の規定について
EPC第52条では、特許を受けることができる発明として、以下のように規定されている。

⑴　欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術
分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
⑵　次のものは、特に、⑴にいう発明とはみなされない。
　⒜　発見、科学理論及び数学的方法
　⒝　美的創造物
　⒞　精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法並びにコンピュータ
プログラム

　⒟　情報の提示
⑶　⑵は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範
囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。

このように、EPC第52条（2）における発明とはみなされないもののリストにコンピュータプロ
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コンピュータソフトウエア関連発明の
特許明細書の研究

第 13 回　欧州、中国出願を見据えた明細書の作成

第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用して
ビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。ビジネス関連発
明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノ
からコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にある。この
ようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウエアを利用するコンピュータ
ソフトウエア関連発明として規定することができるが、コンピュータソフトウエア関連発明
の特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がある。本連載
では、コンピュータソフトウエア関連発明独特の特許明細書の書き方について考えてみた
い。


